
議案第６５号 

さいたま市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

さいたま市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条

例を次のように定める。 

平成２７年２月４日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人   

さいたま市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正す

る条例 

さいたま市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例（平成１３年さいた

ま市条例第２６３号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （建築物の建蔽率の最高限度）  （建築物の建蔽率の最高限度） 

第６条 ［略］ 第６条 ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ 前項の規定は、次に掲げる区域又は地区内の建

築物については、適用しない。 

４ 前項の規定は、次に掲げる区域又は地区内の建

築物については、適用しない。 

～  ［略］   ～  ［略］ 

 グリーンクレスト岩槻地区地区整備計画区域 

５・６ ［略］ ５・６ ［略］ 

別表第１（第３条、第９条関係） 別表第１（第３条、第９条関係） 

名称 区域 

［略］ 

指扇地区地

区整備計画

区域 

［略］ 

グリーンク

レスト岩槻 

地区地区整 

都市計画法第２０条第１項の規

定により告示されたグリーンク

レスト岩槻地区地区計画の区域

名称 区域 

［略］ 

指扇地区地

区整備計画

区域 

［略］ 



備計画区域 のうち、地区整備計画が定めら

れた区域 

別表第２（第４条―第９条関係） 別表第２（第４条―第９条関係） 

１～２４ ［略］ １～２４ ［略］ 

２５ 浦和東部第二北地区地区整備計画区域 ２５ 浦和東部第二北地区地区整備計画区域 

地区 ア イ ウ エ オ カ 

Ａ地

区（浦

和東部

第二北

地区地

区計画

の地区

整備計

画図に

表示す

るＡ地

区をい

う。）

［略］次の表の左

欄に掲げる

建築物の容

積率の区分

に応じ、同

表右欄に掲

げる数値（

土地区画整

理事業にお

ける換地処

分公告後は、

適用しない。

）

［略］

［略］１５０平

方メート

ル（公衆

便所、巡 

査派出所、

公共用歩

廊その他

これらに

類する建

築物で公

共公益上

必要なも

のについ

ては、こ

の限りで

ない。） 

［略］

Ｂ－

１地区

（浦和

東部第

二北地

区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

示する

Ｂ－１

地区を

いう。

） 

次の表の左

欄に掲げる

建築物の容

積率の区分

に応じ、同

表右欄に掲

げる数値（

土地区画整

理事業にお

ける換地処

分公告後は、

適用しない。

）

［略］

１３５平

方メート

ル（公衆

便所、巡 

査派出所、

公共用歩

廊その他

これらに

類する建

築物で公

共公益上

必要なも

のについ

ては、こ

の限りで

ない。） 

Ｂ－

２地区

（浦和

東部第

二北地

区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

次の表の左

欄に掲げる

建築物の容

積率の区分

に応じ、同

表右欄に掲

げる数値（

土地区画整

理事業にお

ける換地処

１３５平

方メート

ル（公衆

便所、巡 

査派出所、

公共用歩

廊その他

これらに

類する建

築物で公 

地区 ア イ ウ エ オ カ 

Ａ地

区（浦

和東部

第二北

地区地

区計画

の地区

整備計

画図に

表示す

るＡ地

区をい

う。）

［略］次の表の左

欄に掲げる

建築物の容

積率の区分

に応じ、同

表右欄に掲

げる数値

［略］

［略］１５０平

方メート

ル 

［略］

Ｂ－

１地区

（浦和

東部第

二北地

区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

示する

Ｂ－１

地区を

いう。

）

次の表の左

欄に掲げる

建築物の容

積率の区分

に応じ、同

表右欄に掲

げる数値

［略］

１３５平

方メート

ル 

Ｂ－

２地区

（浦和

東部第

二北地

区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

次の表の左

欄に掲げる

建築物の容

積率の区分

に応じ、同

表右欄に掲

げる数値

［略］

１３５平

方メート

ル 

区分 区分 



示する

Ｂ－２

地区を

いう。

） 

分公告後は、

適用しない。

）

［略］

共公益上

必要なも

のについ

ては、こ

の限りで

ない。） 

Ｃ－

１地区

（浦和

東部第

二北地

区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

示する

Ｃ－１

地区を

いう。

） 

次の表の左

欄に掲げる

建築物の容

積率の区分

に応じ、同

表右欄に掲

げる数値（

土地区画整

理事業にお

ける換地処

分公告後は、

適用しない。

）

［略］

１５０平

方メート

ル（公衆

便所、巡 

査派出所、

公共用歩

廊その他

これらに

類する建

築物で公

共公益上

必要なも

のについ

ては、こ

の限りで

ない。） 

Ｃ－

２地区

（浦和

東部第

二北地

区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

示する

Ｃ－２

地区を

いう。

） 

次の表の左

欄に掲げる

建築物の容

積率の区分

に応じ、同

表右欄に掲

げる数値（

土地区画整

理事業にお

ける換地処

分公告後は、

適用しない。

）

［略］

１５０平

方メート

ル（公衆

便所、巡 

査派出所、

公共用歩

廊その他

これらに

類する建

築物で公

共公益上

必要なも

のについ

ては、こ

の限りで

ない。） 

示する

Ｂ－２

地区を

いう。

） 

Ｃ－

１地区

（浦和

東部第

二北地

区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

示する

Ｃ－１

地区を

いう。

）

次の表の左

欄に掲げる

建築物の容

積率の区分

に応じ、同

表右欄に掲

げる数値

［略］

１５０平

方メート

ル 

Ｃ－

２地区

（浦和

東部第

二北地

区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

示する

Ｃ－２

地区を

いう。

）

次の表の左

欄に掲げる

建築物の容

積率の区分

に応じ、同

表右欄に掲

げる数値

［略］

１５０平

方メート

ル 

２６ 浦和東部第二中地区地区整備計画区域 ２６ 浦和東部第二中地区地区整備計画区域 

地区 ア イ ウエ オ カ 

Ａ地

区（浦

和東部

第二中

地区地

区計画

の地区

整備計

［略］次の表の左

欄に掲げる

建築物の容

積率の区分

に応じ、同

表右欄に掲

げる数値（

土地区画整

［略］２００平

方メート

ル（公衆

便所、巡 

査派出所、

公共用歩

廊その他

これらに 

［略］

地区 ア イ ウ エ オ カ 

Ａ地

区（浦

和東部

第二中

地区地

区計画

の地区

整備計

［略］次の表の左

欄に掲げる

建築物の容

積率の区分

に応じ、同

表右欄に掲

げる数値

［略］

［略］２００平

方メート

ル 

［略］

区分 区分 



画図に

表示す

るＡ地

区をい

う。）

 理事業にお

ける換地処

分公告後は、

適用しない。

）

［略］

類する建

築物で公

共公益上

必要なも

のについ

ては、こ

の限りで

ない。） 

Ｂ－

１地区

（浦和

東部第

二中地

区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

示する

Ｂ－１

地区を

いう。

） 

次の表の左

欄に掲げる

建築物の容

積率の区分

に応じ、同

表右欄に掲

げる数値（

土地区画整

理事業にお

ける換地処

分公告後は、

適用しない。

）

［略］

１５０平

方メート

ル（公衆

便所、巡 

査派出所、

公共用歩

廊その他

これらに

類する建

築物で公

共公益上

必要なも

のについ

ては、こ

の限りで

ない。） 

Ｂ－

２地区

（浦和

東部第

二中地

区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

示する

Ｂ－２

地区を

いう。

） 

次の表の左

欄に掲げる

建築物の容

積率の区分

に応じ、同

表右欄に掲

げる数値（

土地区画整

理事業にお

ける換地処

分公告後は、

適用しない。

）

［略］

１５０平

方メート

ル（公衆

便所、巡 

査派出所、

公共用歩

廊その他

これらに

類する建

築物で公

共公益上

必要なも

のについ

ては、こ

の限りで

ない。） 

Ｃ－

１地区

（浦和

東部第

二中地

区地区

計画の

地区整

備計画

次の表の左

欄に掲げる

建築物の容

積率の区分

に応じ、同

表右欄に掲

げる数値（

土地区画整

理事業にお

１５０平

方メート

ル（公衆

便所、巡 

査派出所、

公共用歩

廊その他

これらに

類する建 

画図に

表示す

るＡ地

区をい

う。）

Ｂ－

１地区

（浦和

東部第

二中地

区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

示する

Ｂ－１

地区を

いう。

）

次の表の左

欄に掲げる

建築物の容

積率の区分

に応じ、同

表右欄に掲

げる数値

［略］

１５０平

方メート

ル 

Ｂ－

２地区

（浦和

東部第

二中地

区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

示する

Ｂ－２

地区を

いう。

）

次の表の左

欄に掲げる

建築物の容

積率の区分

に応じ、同

表右欄に掲

げる数値

［略］

１５０平

方メート

ル 

Ｃ－

１地区

（浦和

東部第

二中地

区地区

計画の

地区整

備計画

次の表の左

欄に掲げる

建築物の容

積率の区分

に応じ、同

表右欄に掲

げる数値

［略］

１５０平

方メート

ル 



図に表

示する

Ｃ－１

地区を

いう。

） 

ける換地処

分公告後は、

適用しない。

）

［略］

築物で公

共公益上

必要なも

のについ

ては、こ

の限りで

ない。） 

Ｃ－

２地区

（浦和

東部第

二中地

区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

示する

Ｃ－２

地区を

いう。

） 

次の表の左

欄に掲げる

建築物の容

積率の区分

に応じ、同

表右欄に掲

げる数値（

土地区画整

理事業にお

ける換地処

分公告後は、

適用しない。

）

［略］

１５０平

方メート

ル（公衆

便所、巡 

査派出所、

公共用歩

廊その他

これらに

類する建

築物で公

共公益上

必要なも

のについ

ては、こ

の限りで

ない。） 

Ｄ－

１地区

（浦和

東部第

二中地

区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

示する

Ｄ－１

地区を

いう。

） 

次の表の左

欄に掲げる

建築物の容

積率の区分

に応じ、同

表右欄に掲

げる数値（

土地区画整

理事業にお

ける換地処

分公告後は、

適用しない。

）

［略］

１５０平

方メート

ル（公衆

便所、巡 

査派出所、

公共用歩

廊その他

これらに

類する建

築物で公

共公益上

必要なも

のについ

ては、こ

の限りで

ない。） 

Ｄ－

２地区

（浦和

東部第

二中地

区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

次の表の左

欄に掲げる

建築物の容

積率の区分

に応じ、同

表右欄に掲

げる数値（

土地区画整

理事業にお

ける換地処

１３５平

方メート

ル（公衆

便所、巡 

査派出所、

公共用歩

廊その他

これらに

類する建

築物で公 

図に表

示する

Ｃ－１

地区を

いう。

） 

Ｃ－

２地区

（浦和

東部第

二中地

区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

示する

Ｃ－２

地区を

いう。

）

次の表の左

欄に掲げる

建築物の容

積率の区分

に応じ、同

表右欄に掲

げる数値

［略］

１５０平

方メート

ル 

Ｄ－

１地区

（浦和

東部第

二中地

区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

示する

Ｄ－１

地区を

いう。

） 

次の表の左

欄に掲げる

建築物の容

積率の区分

に応じ、同

表右欄に掲

げる数値

［略］

１５０平

方メート

ル 

Ｄ－

２地区

（浦和

東部第

二中地

区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

次の表の左

欄に掲げる

建築物の容

積率の区分

に応じ、同

表右欄に掲

げる数値

［略］

１３５平

方メート

ル 



示する

Ｄ－２

地区を

いう。

） 

分公告後は、

適用しない。

）

［略］

共公益上

必要なも

のについ

ては、こ

の限りで

ない。） 

示する

Ｄ－２

地区を

いう。

） 

２７ 浦和東部第二南地区地区整備計画区域 ２７ 浦和東部第二南地区地区整備計画区域 

地区 ア イ ウ エ オ カ 

Ａ地

区（浦

和東部

第二南

地区地

区計画

の地区

整備計

画図に

表示す

るＡ地

区をい

う。）

［略］次の表の左

欄に掲げる

建築物の容

積率の区分

に応じ、同

表右欄に掲

げる数値（

土地区画整

理事業にお

ける換地処

分公告後は、

適用しない。

）

［略］

［略］２００平

方メート

ル（公衆

便所、巡 

査派出所、

公共用歩

廊その他

これらに

類する建

築物で公

共公益上

必要なも

のについ

ては、こ

の限りで

ない。） 

［略］

Ｂ地

区（浦

和東部

第二南

地区地

区計画

の地区

整備計

画図に

表示す

るＢ地

区をい

う。）

次の表の左

欄に掲げる

建築物の容

積率の区分

に応じ、同

表右欄に掲

げる数値（

土地区画整

理事業にお

ける換地処

分公告後は、

適用しない。

）

［略］

１５０平

方メート

ル（公衆

便所、巡 

査派出所、

公共用歩

廊その他

これらに

類する建

築物で公

共公益上

必要なも

のについ

ては、こ

の限りで

ない。） 

Ｃ－

１地区

（浦和

東部第

二南地

区地区

計画の

地区整

次の表の左

欄に掲げる

建築物の容

積率の区分

に応じ、同

表右欄に掲

げる数値（

土地区画整

１３５平

方メート

ル（公衆

便所、巡 

査派出所、

公共用歩 

廊その他

これらに 

地区 ア イ ウ エ オ カ 

Ａ地

区（浦

和東部

第二南

地区地

区計画

の地区

整備計

画図に

表示す

るＡ地

区をい

う。）

［略］次の表の左

欄に掲げる

建築物の容

積率の区分

に応じ、同

表右欄に掲

げる数値

［略］

［略］２００平

方メート

ル 

［略］

Ｂ地

区（浦

和東部

第二南

地区地

区計画

の地区

整備計

画図に

表示す

るＢ地

区をい

う。）

次の表の左

欄に掲げる

建築物の容

積率の区分

に応じ、同

表右欄に掲

げる数値

［略］

１５０平

方メート

ル 

Ｃ－

１地区

（浦和

東部第

二南地

区地区

計画の

地区整

次の表の左

欄に掲げる

建築物の容

積率の区分

に応じ、同

表右欄に掲

げる数値

［略］

１３５平

方メート

ル 

区分 区分 



備計画

図に表

示する

Ｃ－１

地区を

いう。

） 

理事業にお

ける換地処

分公告後は、

適用しない。

）

［略］

類する建

築物で公

共公益上

必要なも

のについ

ては、こ

の限りで

ない。） 

Ｃ－

２地区

（浦和

東部第

二南地

区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

示する

Ｃ－２

地区を

いう。

） 

次の表の左

欄に掲げる

建築物の容

積率の区分

に応じ、同

表右欄に掲

げる数値（

土地区画整

理事業にお

ける換地処

分公告後は、

適用しない。

）

［略］

１３５平

方メート

ル（公衆

便所、巡 

査派出所、

公共用歩

廊その他

これらに

類する建

築物で公

共公益上

必要なも

のについ

ては、こ

の限りで

ない。） 

備計画

図に表

示する

Ｃ－１

地区を

いう。

） 

Ｃ－

２地区

（浦和

東部第

二南地

区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

示する

Ｃ－２

地区を

いう。

） 

次の表の左

欄に掲げる

建築物の容

積率の区分

に応じ、同

表右欄に掲

げる数値

［略］

１３５平

方メート

ル 

２８～３７ ［略］ ２８～３７ ［略］ 

３８ 岩槻南部新和西地区地区整備計画区域 ３８ 岩槻南部新和西地区地区整備計画区域 

地区 ア イ ウエ オ カ 

Ａ地

区（岩

槻南部

新和西

地区地

区計画

の地区

整備計

画図に

表示す

るＡ地

区をい

う。）

［略］次の表の左

欄に掲げる

建築物の容

積率の区分

に応じ、同

表右欄に掲

げる数値（

土地区画整

理事業にお

ける換地処

分公告後は、

適用しない。

）

［略］

［略］１５０平

方メート

ル（公衆

便所、巡 

査派出所、

公共用歩

廊その他

これらに

類する建

築物で公

共公益上

必要なも

のについ

ては、こ

の限りで

ない。） 

［略］

Ｂ地

区（岩

槻南部

新和西

地区地

区計画

次の表の左

欄に掲げる

建築物の容

積率の区分

に応じ、同

表右欄に掲

１５０平

方メート

ル（公衆

便所、巡 

査派出所、

公共用歩 

地区 ア イ ウ エ オ カ 

Ａ地

区（岩

槻南部

新和西

地区地

区計画

の地区

整備計

画図に

表示す

るＡ地

区をい

う。）

［略］次の表の左

欄に掲げる

建築物の容

積率の区分

に応じ、同

表右欄に掲

げる数値

［略］

［略］１５０平

方メート

ル 

［略］

Ｂ地

区（岩

槻南部

新和西

地区地

区計画

次の表の左

欄に掲げる

建築物の容

積率の区分

に応じ、同

表右欄に掲

１５０平

方メート

ル 

区分 区分 



の地区

整備計

画図に

表示す

るＢ地

区をい

う。）

げる数値（

土地区画整

理事業にお

ける換地処

分公告後は、

適用しない。

）

［略］

廊その他

これらに

類する建

築物で公

共公益上

必要なも

のについ

ては、こ

の限りで

ない。） 

Ｃ地

区（岩

槻南部

新和西

地区地

区計画

の地区

整備計

画図に

表示す

るＣ地

区をい

う。）

次の表の左

欄に掲げる

建築物の容

積率の区分

に応じ、同

表右欄に掲

げる数値（

土地区画整

理事業にお

ける換地処

分公告後は、

適用しない。

）

［略］

１５０平

方メート

ル（公衆

便所、巡 

査派出所、

公共用歩

廊その他

これらに

類する建

築物で公

共公益上

必要なも

のについ

ては、こ

の限りで

ない。） 

Ｄ１

地区（

岩槻南

部新和

西地区

地区計

画の地

区整備

計画図

に表示

するＤ

１地区

をい

う。）

次の表の左

欄に掲げる

建築物の容

積率の区分

に応じ、同

表右欄に掲

げる数値（

土地区画整

理事業にお

ける換地処

分公告後は、

適用しない。

）

［略］

１５０平

方メート

ル（公衆

便所、巡 

査派出所、

公共用歩

廊その他

これらに

類する建

築物で公

共公益上

必要なも

のについ

ては、こ

の限りで

ない。） 

Ｄ２

地区（

岩槻南

部新和

西地区

地区計

画の地

次の表の左

欄に掲げる

建築物の容

積率の区分

に応じ、同

表右欄に掲

げる数値（

１５０平

方メート

ル（公衆

便所、巡 

査派出所、

公共用歩

廊その他 

の地区

整備計

画図に

表示す

るＢ地

区をい

う。）

げる数値

［略］

Ｃ地

区（岩

槻南部

新和西

地区地

区計画

の地区

整備計

画図に

表示す

るＣ地

区をい

う。）

次の表の左

欄に掲げる

建築物の容

積率の区分

に応じ、同

表右欄に掲

げる数値

［略］

１５０平

方メート

ル 

Ｄ１

地区（

岩槻南

部新和

西地区

地区計

画の地

区整備

計画図

に表示

するＤ

１地区

をい

う。）

次の表の左

欄に掲げる

建築物の容

積率の区分

に応じ、同

表右欄に掲

げる数値

［略］

１５０平

方メート

ル 

Ｄ２

地区（

岩槻南

部新和

西地区

地区計

画の地

次の表の左

欄に掲げる

建築物の容

積率の区分

に応じ、同

表右欄に掲

げる数値

１５０平

方メート

ル 



区整備

計画図

に表示

するＤ

２地区

をい

う。）

土地区画整

理事業にお

ける換地処

分公告後は、

適用しない。

）

［略］

これらに

類する建

築物で公

共公益上

必要なも

のについ

ては、こ

の限りで

ない。） 

Ｅ地

区（岩

槻南部

新和西

地区地

区計画

の地区

整備計

画図に

表示す

るＥ地

区をい

う。）

次の表の左

欄に掲げる

建築物の容

積率の区分

に応じ、同

表右欄に掲

げる数値（

土地区画整

理事業にお

ける換地処

分公告後は、

適用しない。

）

［略］

２００平

方メート

ル（公衆

便所、巡 

査派出所、

公共用歩

廊その他

これらに

類する建

築物で公

共公益上

必要なも

のについ

ては、こ

の限りで

ない。） 

Ｆ地

区（岩

槻南部

新和西

地区地

区計画

の地区

整備計

画図に

表示す

るＦ地

区をい

う。）

次の表の左

欄に掲げる

建築物の容

積率の区分

に応じ、同

表右欄に掲

げる数値（

土地区画整

理事業にお

ける換地処

分公告後は、

適用しない。

）

［略］

１５０平

方メート

ル（公衆

便所、巡 

査派出所、

公共用歩

廊その他

これらに

類する建

築物で公

共公益上

必要なも

のについ

ては、こ

の限りで

ない。） 

区整備

計画図

に表示

するＤ

２地区

をい

う。）

［略］

Ｅ地

区（岩

槻南部

新和西

地区地

区計画

の地区

整備計

画図に

表示す

るＥ地

区をい

う。）

次の表の左

欄に掲げる

建築物の容

積率の区分

に応じ、同

表右欄に掲

げる数値

［略］

２００平

方メート

ル 

Ｆ地

区（岩

槻南部

新和西

地区地

区計画

の地区

整備計

画図に

表示す

るＦ地

区をい

う。）

次の表の左

欄に掲げる

建築物の容

積率の区分

に応じ、同

表右欄に掲

げる数値

［略］

１５０平

方メート

ル 

３９～６１ ［略］ ３９～６１ ［略］ 

別表第２に次のように加える。 

６２ グリーンクレスト岩槻地区地区整備計画区域 

区分 

地区 
ア イ ウ エ オ カ 

グリー 次に掲げる用途に供  １０ １メートル（建築物の外壁等の面から １３０平 ９メートル



ンクレス 

ト岩槻地

区地区計

画の地区

整備計画

図に表示

する地区 

する建築物以外の建

築物 

 法別表第２（ 

  い）項第１号に 

 規定するもの（

長屋を除く。） 

 令第１３０条

の３第１号、２

号（食堂又は喫 

茶店を除く。）、

第３号及び第６

号に規定するも

の 

 自治会館 

 保育所 

 診療所（患者

を入院させるた

めの施設を有す

るものを除く。

） 

 令第１３０条

の５の２第２号

に規定するもの 

 前各号の建築 

物に附属するも

の（令第１３０

条の５に規定す

るものを除く。

） 

 分の

６ 

敷地境界線までの距離とする。ただし、

敷地境界線からの距離が１メートル未

満の建築物又は建築物の部分のうち、

建築物に附属する物置その他これに類

するもの（自動車車庫等を除く。）で

軒の高さが２．３メートル以下で、か

つ、床面積の合計が５平方メートル以

内であるもの、建築物に附属する開放

性の高い自動車車庫等で軒の高さが２

．３メートル以下であるもの、外壁若

しくはこれに代わる柱の中心線の長さ

の合計が３メートル以下であるもの、

若しくは出窓（見付面積の２分の１以

上が窓であり、天袋、地袋その他これ

らに類するものを設けていないものに

限る。）で下端の床面からの高さが３

０センチメートル以上、かつ、出幅５

０センチメートル未満であるものを除

く。） 

方メート

ル 

（軒の高さ

は６．５メ

ートル以下

とする。）

附 則 

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 


